
  

平成３１年度 事 業 計 画 書 

 

 

 芦別市社会福祉事業団は、芦別市が制定した「公の施設に係る指定管理者の指定の手

続等に関する条例」による指定管理者としての使命を遵守し、施設サービス（入所）、短

期入所療養介護、通所リハビリテーションの受託事業について、下記の基本理念に基づ

き誠実に行います。また、公益事業である居宅介護支援事業を推進していきます。  

  

（基本理念）  

一、 利用者様の意思、人格を尊重し自立した生活を営むことができるよう支援いた

します。  

二、 利用者様の身体能力、精神能力を高めるようなケア、リハビリに積極的に取組

みます。  

三、 利用者様の視点に立ったサービスに努め、地域に開かれた施設を目指します。  

 

１ 事業運営の基本方針  

(1) 持続可能な安定した経営の確立  

  利用料金制による経営を確固たるものとするため、更なる維持向上に努めるとと

もに、自立した施設経営できる体制を構築していきます。  

また、専門職員の適切な定数化を図り、働きやすい職場環境を醸成してまいりま

す。 

 (2) 地域包括ケア支援体制の推進  

   介護保険法の改正に伴い、介護老人保健施設がこれまでの生活支援施設から在宅

支援施設へと位置付けられたことから、できる限り早期に在宅復帰・在宅療養支援

機能を高め、介護報酬体系である基本型（指標２０以上）から加算型（指標４０以

上）に移行できる施設運営を推進していきます。  

また、在宅復帰・在宅支援機能を高めるための手段としての居宅介護支援事業所の

役割と機能を十分に果たし、利用者が安心して在宅で生活できるよう地域包括支援

体制を構築していきます。  



  

 (3) 通所リハビリテーションの利用者の促進 

昨年度は、介護報酬改定時に合せてサービス利用提供時間の延長や市の老人デイ  

サービスセンターの廃止により定数の拡充を行ってきましたが、今年度はリハビリ

職員を増員して 他の施設とは差別化したサービス（個別リハビリテーション）を

実施して利用促進を図っていきます。  

 (4) 健やかで快適な生活の場の提供  

   利用者の意志を尊重し、ご本人にとって望ましい在宅又は施設生活が過ごせるよ

う多職種のチームで支援いたします。そのため、利用者一人ひとりに応じた目標と

支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーション、口腔ケア等のサー

ビスの提供と快適な環境づくりに努めます。  

(5) プライバシー、生活習慣、価値観の尊重  

   利用者は、年齢、性別、生活環境等で心身の状態がそれぞれ異なります。  

基本理念に基づき個人の価値観や生活習慣等を十分に尊重しながら、生活相談や

援助等を行うと同時にプライバシーは厳格に遵守します。  

(6) 自立への援助、ふれあいの促進  

   利用者の中には、心身の障害等による生活動作の低下から、自立心が徐々に失われる

方も見受けられるため、機能訓練や創作活動等の目標を設定し、利用者が自立促進に意

欲がもてる環境づくりに努め、自立心の高揚に努めます。  

また、施設での単調な生活による自立心の喪失、自己嫌悪による利用者同士のトラ

ブル等の発生防止のため、レクリェーションや各種行事等を積極的に取り入れ、生活

に刺激を与え生きる喜びの保持に努めます。  

さらに家族や地域住民との交流を図りながら利用者同士の和に努め、自立した生

活を営むことができるよう支援いたします。  

(7) 事故防止の徹底  

 心身の機能の低下等による転倒、ベッドや車イス等からの落下による事故を防止

するため、日頃から職員の安全意識の徹底や施設の安全管理に万全をつくし、事故

が発生しない施設づくりに努めてまいります。  

 

 



  

２ 運営の具体的方針  

(1)  在宅復帰・在宅療養を支援する観点から、一定期間の施設入所後、短期入所療養

介護、通所リハビリテーションなどの居宅サービスを提供し、再び一定期間の施設

入所を受け入れるなど交互にサービス提供を行い、在宅復帰を支援していきます。  

(2)  通所リハビリテーションについては、現状の定数の維持しながら、一層のサービ

ス内容の充実を図りながら利用促進に努めていきます。  

(3)  居宅介護支援事業所については、公益事業としての認知度を高めるとともに採算

のとれた事業運営を目指してまいります。  

(4)  施設サービス計画等の定期的な評価及び変更を行い、利用者にあったサービスの

提供を行います。  

(5)  利用者、家族及び施設職員との和を図り、常に信頼関係を保ち、安心して介護を受

けられる環境整備に努めます。  

(6) 体幹機能の維持回復のため、リハビリテーション及びレクリェーションを取り入 

れます。  

(7) 利用者の個性の発揮、連帯意識の高揚、助け合いの精神及び生きがいを高めるため、

行事等を積極的に取り入れ、生活意欲の向上に努めます。  

(8) 利用者の健康維持のための食事は、利用者の嗜好を十分考慮した献立に留意すると

ともに、適宜行事食の提供を行います。  

また、食中毒の防止のため食品衛生管理の徹底に努めます。  

(9) 家族の面会及び利用者の外出外泊を通して、家族との連携を密にし、疎外感及び孤

独感の解消に努めます。  

(10) 関係機関  ・団体や地域住民に対し、「介護老人保健施設が変わった」とする内容

や役割についての情報提供及び広報活動を積極的に行い、施設の有効活用に努めま

す。 

(11) 職員間の情報の共有が正確かつ迅速に伝達できる組織体制の充実を図ってまいり  

ます。  

(12)  介護老人保健施設としての役割と機能について、職員の意識改革に努め、職員が一

丸となって目標達成に向けて取り組んでいきます。  

 



  

 

３ 職員の資質向上と専門性の確立  

(1)  介護老人保健施設としての使命を果たすため、職員一人ひとりが自覚と責任をも

つための指導に努めます。  

(2) 直接利用者に携わる看護師、介護職員及び介護支援専門員等の専門職は、自らの

知識、技能がサービスの良し悪しにつながることから、自己研鑽はもちろん、施設

として積極的に専門研修の機会を与えます。  

(3) 各種機関、団体等が行う研修に積極的に参加するほか、定期的に施設内研修を実

施し、専門職にふさわしい知識の習得に努めます。  

 (4)  カンファレンス等の開催の中で、実践中におきた問題点を出し合い、その中から

看護、介護に関する問題意識を持ち、職員自ら研修領域を広げるよう努めます。  

(5)  高齢者虐待防止に関する研修会を実施し、利用者の意思及び人格を尊重した適切

な施設環境を目指します。  

 

４ 施設機能の地域開放の推進  

(1) 介護老人保健施設（入所・通所）について、芦別市及び関係機関と連携し、事業

の推進を図ります。  

(2) 法人独自の広報誌や市の広報誌等を活用し、施設に対する理解を深めていただく

ための情報を提供いたします。  

(3) ボランティアや施設実習生を積極的に受入れ、地域住民等と施設利用者との交流

を深めます。  

(4) 家族や地域住民等に対し、相談や援助を行います。  

(5) 教育のための施設見学や体験学習を積極的に受入れ、介護への関心度や理解の向

上に努めます。  

 

５ 防災対策の強化及び充実  

  職員及び利用者の防災意識を高めるため、消防計画書に基づく自衛消防訓練を年２

回実施し、及び水害・土砂災害等の避難訓練確保計画に基づく自衛水防訓練を年１回

実施し、災害時に対応できる態勢づくりに努めます。  



  

また、防災に関連する設備並びに用具点検を適宜行っていきます。  

 

６ 保健、福祉、介護、医療との連携強化  

  施設及び居宅サービスの向上と充実を図るため、保健、福祉、介護、医療の関係機関

との連携を強め、利用者のニーズに迅速かつ適切に対応できる態勢の確立に努めます。 

 

７ 職員の健康管理等  

(1) 職員の健康管理等のため、定期健康診断及びストレスチェックを実施します。  

併せて専門職に義務づけられている特殊健診も逐次行います。  

(2)  ウイルス、細菌等による感染症の発生防止のため、利用者はもちろん、職員にお

いても、うがい、手洗いの励行や衛生管理の徹底を図ります。  

(3)  安全衛生委員会を月１回開催し、産業医及び衛生管理者等との連携のもと職員の

健康増進等に努めます。  

 

 

 

 



  

〔事業内容〕  

１ 組織運営  

(1)理事会 

定款第 24 条の規定に基づき必要に応じて開催します。 

(2)評議員会 

   定款第 10 条の規定に基づき必要に応じて開催します。 

(3)監事監査 

定款第 18 条の規定に基づき理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況につい

て四半期ごとに監査を受け、適正な事業運営と財務管理に努めます。  

２ 事業運営  

   保健福祉施設全体の管理を芦別市から指定を受け受託していることから介護老人

保健施設の運営と併せて推進します。  

３ 運営会議  

(1)管理会議 

  管理者（施設長）、事務局長、事務局次長及び各係の係長並びに主任により毎月１

回開催し、施設運営や経営状況及び人事等の重要案件に関すること等について協議

を行います。 

 (2)給食運営会議  

各職種の代表者及び給食調理業務委託業者により毎月１回開催し、給食の献立並  

びに行事食等、給食全般について評価検討を行います。  

４ 年間行事計画  

別紙１のとおり  

５ 職員研修計画  

別紙２のとおり  

６ 各種会議及び委員会  

    別紙３のとおり  

 

 

 



  

平成３１年度 年 間 行 事 計 画 

 

 

 

 

介 護 老 人 保 健 施 設  

入 所 ・ 短 期 入 所 部 門  通 所 部 門  

４月  ―  ―  

５月  バスレク  おやつ作り  

６月  ―  運動会  

７月  ―  ―  

８月  盆踊り  ・  児童センター交流会  七夕  

９月  敬老会  敬老会  

１０月  バスレク  バスレク  

１１月  ―  お鍋作り  

１２月  クリスマス会  クリスマス会  

１月  ―  新年会  

２月  ―  節分  

３月  ―  ひな祭り  

備 考  

 

☆ 行事の日の夕食に『行事食』を提

供  

☆ 職員の企画した行事を随時実施  

 

 

☆ 行事の日の昼食に『行事食』を提

供  

☆ 毎月初めの週にお誕生日会を実施  

 

 

 

  



  

平成３１年度 職 員 研 修 計 画 

 

研  修  名  
研 修

地  
日  程  

職 種 別 参 加 人 員  

施設長  
看護職

員  

介護職

員  
療法士  相談員  

ケアマ

ネ  
栄養士  衛生士  

事務職

員  

北海道老人保健施設

大会  
札幌市  

１泊２

日   １  １   １      

北海道抑制廃止研究

会  
札幌市  

日帰

り  
  １        

身体拘束廃止推進委

員研修会  
札幌市  

日帰

り  
  １        

北海道老人保健施設協議会

職員研修会  札幌市  
１泊２

日   １  １        

看護介護リハビリ部門管理

職等研修会  札幌市  
１泊２

日   １         

介護保険主治医研修

会  
札幌市  

１泊２

日  １          

全国老人保健施設大

会  
大分県  4 泊 5 日  １          

看護師専門研修会  札幌市  
１泊２

日   １         

新任介護職員研修会  旭川市  
１泊２

日    １        

介護職員専門研修会

Ⅰ  
旭川市  

日帰

り  
  １        

介護職員専門研修会

Ⅱ  
旭川市  

日帰

り  
  １        

北海道理学療法士学

術大会  
帯広市  

１泊２

日     ２       

北海道理学療法士会

研修会  
札幌市  

１泊２

日     ２       

施設相談員研修  札幌市  
１泊２

日      １      

認定調査員現任研修

会  
滝川市  

日帰

り  
    １  １     

高齢者虐待防止推進

研修会  
札幌市  

日帰

り  
     １     

北海道栄養士会春期

研修会  
札幌市  

日帰

り  
      １    

北海道栄養士会秋期

研修会  
札幌市  

日帰

り  
      １    

特定給食施設等栄養

士研修会  
滝川市  

日帰

り  
      １    

集団給食施設従事者

研修  
滝川市  

日帰

り  
      １    

社会福祉施設経理実務

者研修会  
札幌市  

日帰

り  
        １  

 

※ その他、必要に応じた施設内研修会の開催、教育用必要図書の購入及び市内関係団体の行う研修会へ

出席させる。  

 

 

 



  

平成３１年度 各種会議・委員会等一覧表 

 

名 称 開催回数 

各

事

業

所

共

通 

管理会議 

１回/月 

給食運営会議 

安全衛生委員会 

感染防止対策委員会  

リスクマネジメント委員会 

研修委員会 

身体拘束廃止委員会  １回/３月 

広報委員会 随 時 

社会復帰・在宅支援プロジェクト

会議  

不定期 

社会復帰・在宅支援プロジェクト委

員会  

職員全体カンファレンス 

各係別カンファレンス  

職員福利厚生会 

入

所 

施設サービス担当者会議 ２回/週 

口腔ケア研修会 １回/月 

褥創対策検討委員会  １回/３月 

オムツ検討委員会  

随 時 
通

所 

通所リハビリテーション 

サービス担当者会議  

 


